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岐阜市地域生活支援拠点等事業所の登録について 
 

（１）新規登録申請について 

地域生活支援拠点等の機能を「担う」事業所として岐阜市へ登録するためには、地

域生活支援拠点等としての登録申請及び運営規程の変更が必要となります。 

別紙「地域生活支援拠点等を担う事業所の運営規程について（案）」を参考に事業

所の運営規程に地域生活支援拠点等についての記載を追加してもらう予定です。 

 

【地域生活支援拠点等としての登録申請関係】 

   ・岐阜市地域生活支援拠点等事業所登録申請書（案） 

 

【運営規程の変更の届出関係】 

ア 障害福祉サービス事業者の場合 

・変更届出書(様式第３号) 

・障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業変更届（様式第７号） 

イ 特定相談支援事業者の場合 

・変更届出書（様式第２号） 

・特定相談支援事業・障害児相談支援事業変更届（様式第５号） 

 

 

（２）「介護給付費等算定に係る体制届（体制様式）」について 

  届出の内容を確認し、岐阜市から地域生活支援拠点等としての登録完了の通知書を

送付します。 

登録完了の通知書が届きましたら、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出

書（体制様式）」を提出し、総括表の「地域生活支援拠点等区分」を「非該当」から

「該当」へ変更する届出を行うことが予定されます。 

 

 

※地域生活支援拠点等としての登録情報が変更した際は変更の届出を予定しています。 

 

変更の届出を要する事項 必要な添付書類 

運営規程 
付表 （該当するサービスのもの） 

運営規程 （新旧対照表、改正後の運営規程に原本証明） 

変更の届出を要する事項 必要な添付書類 

地域生活支援拠点等区分 

介護給付費等の算定に係る体制等状況総括表 

岐阜市から届いた登録完了の通知書の写し 

運営規程（地域生活支援拠点等についての記載があるもの） 
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（３）登録情報の公表について 

 地域生活支援拠点等の機能を「担う」事業所として岐阜市が登録した事業所の情報は、

岐阜市のホームページ等での公表を予定しております。 

 

＜公表のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）登録に関する今後のスケジュールについて 

登録に関する申請開始    令和３年１月頃 

登録情報の公表       令和３年４月頃 
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